
［お知らせ］ 
急速充電器の入替えの為、 

令和７年 12月１日から利用を停止しています 
 

 設置から年数が経過し、機器のトラブルに対応できなくなる 

おそれがあることから、新たな充電器に入れ替えます。 
 
 新たな急速充電器は、同場所において、民間事業者が設置し、 

同事業者により充電サービス等の運営を開始します。 

（使用開始時期：令和８年１月中を予定） 
 
 充電サービスの開始日、機器の性能、決済方法などの詳細が 
分かり次第、本市のホームページ等でお知らせします。 
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